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   王寺町宿泊施設の誘致に関する条例  

 

 

（目的）  

 

第１条 この条例は、町内における宿泊施設の新設を促進するために  

 

必要な奨励措置を講ずることにより、観光の振興並びににぎわい及  

 

び雇用の創出を図り、もって本町における経済の活性化及び住民生  

 

活の向上に寄与することを目的とする。  

 

（定義）  

 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各  

 

号に定めるところによる。  

 

 ⑴ ホテル  旅館業法 (昭和２３年法律第１３８号 )第２条第２項に  

 

規定するホテル営業 (性風俗関連特殊営業 (風俗営業等の規制及び  

 

業務の適正化等に関する法律 (昭和２３年法律第１２２号 )第２条  

 

第５項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。次号において同  

 

じ。 )に該当する営業を除く。以下「ホテル営業」という。 )の用  

 

に供する施設及びその附属施設であって、ホテル営業の用に供す  

 

る施設の敷地又は当該敷地と一体的な利用ができると町長が認  

 

める敷地にあるものをいう。  

 

 ⑵  旅館  旅館業法第２条第３項に規定する旅館営業 (性風俗関連  
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特殊営業に該当する営業を除く。以下「旅館営業」という。)の用  

 

に供する施設及びその附属施設であって、旅館営業の用に供する  

 

施設の敷地又は当該敷地と一体的な利用ができると町長が認め  

 

る敷地にあるものをいう。  

 

 ⑶ 宿泊施設 第 1 号に規定するホテル又は前号に規定する旅館を  

 

いう。  

 

 ⑷ 新設 新たに客室の数が５０室以上のホテル又は２０室以上の  

 

旅館を新築することをいう。  

 

⑸ 宿泊施設事業者 宿泊施設においてホテル営業又は旅館営業を  

 

営み、又は第三者に営ませる法人又は個人をいう。  

 

 ⑹ 固定資産税  地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３４１  

 

条に規定する土地、家屋及び償却資産に課税される税をいう。  

 

 ⑺ 開業日 宿泊施設において事業を開始した日をいう。  

 

 ⑻ 常用雇用者  雇用保険法 (昭和４９年法律第１１６号 )第４条第  

 

１項に規定する被保険者であって、次に掲げる要件の全てに該当  

 

するものをいう。  

 

ア  開業日の前６月から開業日の後６月までの間に雇用される  

 

者であること。  
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イ 雇用の日から１年以上継続して雇用される者であること。  

 

ウ 雇用の日から１年を経過する日までの間、引き続き本町の住  

 

民基本台帳に記載されている者であること。  

 

⑼ 指定宿泊施設事業者  次条第１項の規定により町長の指定を受  

 

けた宿泊施設事業者をいう。  

 

（指定）  

 

第３条 この条例の規定による奨励措置を受けることができる者は、  

 

次に掲げる要件の全てを満たす宿泊施設事業者とし、あらかじめ町  

 

長の指定を受けなければならない。  

 

 ⑴ 別表第１の左欄に掲げる奨励金の種類に応じ、それぞれ右欄に  

 

定める要件を満たしていること。  

 

 ⑵ 観光及び産業の振興に寄与するものであると町長が認めるもの  

 

であること。  

 

 ⑶ 現に重大な法令違反又は社会的な信用を著しく損なう行為をし  

 

ていないこと。  

 

⑷ 次のいずれにも該当しないこと。  

 

ア  暴力団 (暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律  

 

(平成３年法律第７７号。以下この号において「法」という。 ) 
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第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。 ) 

 

イ 暴力団員 (法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同  

 

じ。 ) 

 

ウ  暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有す  

 

 る者  

 

⑸ 納期限の到来した国税、県税、町税等を完納していること。  

 

 （申請）  

 

第４条 前条の指定を受けようとする者は、規則で定めるところによ  

 

り町長に申請しなければならない。  

 

２ 町長は、前項の規定による申請の内容を審査し、第１条に定める  

 

目的の達成に寄与するものであると認めるときは、事業者の指定を  

 

行うものとする。この場合において、町長が必要と認めるときは、  

 

条件を付すことができる。  

 

（奨励措置）  

 

第５条 町長は、指定宿泊施設事業者に対し、予算の範囲内において、  

 

次に掲げる奨励金を交付することができる。  

 

 ⑴ 借地料奨励金  

 

 ⑵ 固定資産税奨励金  



8 

 

⑶ 雇用奨励金  

 

（指定宿泊施設事業者の責務）  

 

第６条  指定宿泊施設事業者は、次に掲げる責務を果たすものとす  

 

る。  

 

 ⑴ 環境への配慮及び周辺と調和した良好な景観の形成に努めるこ  

 

と。  

 

⑵ 観光及び産業の振興並びに災害対策に関する町の施策に協力す  

 

ること。  

 

 ⑶ 住民の雇用創出に寄与すること。  

 

（奨励金の額）  

 

第７条 指定宿泊施設事業者に対して交付する奨励金の額は、別表第  

 

２の左欄に掲げる奨励金の種類に応じ、それぞれ右欄に定める額と  

 

する。この場合において、算出した奨励金の額に１ ,０００円未満  

 

の端数が生じたときは、これを切り捨てる。  

 

（奨励金の交付対象期間及び交付時期）  

 

第８条 奨励金の交付対象期間及び交付時期は、別表第３の左欄に掲  

 

げる奨励金の種類に応じ、それぞれ中欄及び右欄に定めるとおりと  

 

する。  

http://www.city.sakurai.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/k407RG00001066.html#e000000359
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（交付申請等）  

 

第９条 指定宿泊施設事業者は、奨励金の交付を受けようとするとき  

 

は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。  

 

２ 町長は、前項の規定による申請があった場合は、速やかに審査し、  

 

適当と認めるときは、規則で定めるところにより、奨励金の交付を  

 

決定するものとする。この場合において、町長が必要と認めるとき  

 

は、条件を付すことができる。  

 

（変更の届出等）  

 

第１０条 指定宿泊施設事業者は、次の各号のいずれかに該当する事  

 

由が発生したときは、規則の定めるところにより、遅滞なくその旨  

 

を町長に届け出なければならない。  

 

 ⑴ 指定の内容に変更が生じたとき。  

 

 ⑵ 指定の要件に変更が生じたとき。  

 

 ⑶ 指定に係る宿泊施設を休止し、又は廃止したとき。  

 

（指定の取消し等）  

 

第１１条 町長は、指定宿泊施設事業者が次の各号のいずれかに該当  

 

するときは、第４条第２項の指定及び第９条第２項の奨励金の交付  

 

の決定を取り消すことができる。  

http://www.city.sakurai.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/k407RG00001066.html#e000000205
http://www.city.sakurai.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/k407RG00001066.html#e000000219
http://www.city.sakurai.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/k407RG00001066.html#e000000237
http://www.city.sakurai.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/k407RG00001066.html#e000000140
http://www.city.sakurai.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/k407RG00001066.html#e000000207
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 ⑴ 第３条第１項各号のいずれかの指定宿泊施設事業者の要件を欠  

 

くに至ったとき。  

 

 ⑵ 指定に係る宿泊施設の開業日から２０年以内に当該宿泊施設を  

 

休止し、又は廃止したとき。  

 

 ⑶ 偽りその他不正の手段により指定又は奨励金の交付の決定を受  

 

けたとき。  

 

 ⑷ 指定又は奨励金の交付の決定の際に付した条件に違反したとき。 

 

２ 町長は、前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消した場合  

 

において、既に奨励金を交付しているときは、期限を定めて当該奨  

 

励金の全部又は一部を返還させることができる。  

 

（地位の承継）  

 

第１２条 合併、譲渡、相続その他の事由により指定宿泊施設事業者  

 

の地位を承継しようとする者は、規則で定めるところにより、町長  

 

の承認を受けなければならない。  

 

（税額の更正等に伴う奨励金の返還等）  

 

第１３条 町長は、指定宿泊施設事業者に対し、奨励金を交付した後  

 

に、当該奨励金に係る固定資産税の額の更正があった場合において、 

 

当該奨励金の額を変更すべきと認めるときは、当該奨励金の全部又  

http://www.city.sakurai.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/k407RG00001066.html#e000000098
http://www.city.sakurai.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/k407RG00001066.html#e000000232
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は一部の返還、次の年度の奨励金との相殺その他必要な措置を講ず  

 

ることができる。  

 

（報告等）  

 

第１４条 町長は、指定宿泊施設事業者に対し、必要と認める事項に  

 

ついて報告を求め、書類を提出させ、又は実地に調査することがで  

 

きる。  

 

（委任）  

 

第１５条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が規則  

 

で定める。  

 

附 則  

 

この条例は、公布の日から施行する。  

http://www.city.sakurai.lg.jp/section/reiki_int/reiki_honbun/k407RG00001066.html#l000000000
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別表第１ (第３条関係 ) 

奨励金の種類  指定要件  

1 借地料奨励金  宿泊施設を新設した宿泊施設事業者で、宿泊施設

の敷地として土地を賃借し、その土地に係る借地

料を負担すること。  

2 固定資産税奨励金  宿泊施設を新設した宿泊施設事業者で、固定資産

税を負担すること。  

3 雇用奨励金  宿泊施設を新設した宿泊施設事業者で、常用雇用

者を新たに雇用すること。  

 

 

別表第２ (第７条関係 ) 

奨励金の種類  奨励金の額  

1 借地料奨励金  １の年度につき、第３条第２項の指定の要件とな

った宿泊施設 (以下「指定宿泊施設」という。)に係

る借地料から消費税及び地方消費税に相当する額

を除いた額に１００分の５０を乗じて得た額に相

当する額 (当該額が年額５００万円を超える場合に

あっては、５００万円 ) 

2 固定資産税奨励金  １の年度につき、指定宿泊施設に係る土地、家屋

及び償却資産について当該指定宿泊施設に課され

た奨励金の交付年度の前年度の固定資産税の合計

額に１００分の５０を乗じて得た額に相当する額  

3 雇用奨励金  別表第１の３の項に規定する常用雇用者の人数に

１０万円を乗じて得た額 (当該額が３００万円を超

える場合にあっては、３００万円 ) 
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別表第３ (第８条関係 ) 

奨励金の種類  奨励金の交付対象期間  奨励金の交付時期  

1 借地料奨励金  指定宿泊施設の開業日

の属する月から５年間  

固定資産税奨励金が交付

決定される年度において

町長が指定する日  

2 固定資産税奨励金  指定宿泊施設が開業し

た後、当該指定宿泊施設

に対して初めて課され

た固定資産税を納付し

た年度の翌年度から起

算して５年度間  

指定宿泊施設に対して課

された固定資産税を納付

した年度の翌年度におい

て町長が指定する日  

3 雇用奨励金  

－  

指定宿泊施設に対して課

された固定資産税を納付

した年度において町長が

指定する日 (その日にお

いて雇用から１年を経過

していない常用雇用者が

いる場合は、当該雇用か

ら１年を経過した日以後

において町長が指定する

日 ) 

 

 

 

  

 


